
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

〃

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

規

則

】

【

議

会

】

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

の

一

部

総

務

学

事

課

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

議

会

個

人

情

報

保

護

条

例

の

施

行

に

関

総

務

課

（

県

例

規

集

登

載

）

す

る

規

程

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

令

和

二

年

十

一

月

岡

山

県

議

会

定

例

会

の

招

集

財

政

課

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

〃

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

〃

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

公

安

委

員

会

】

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

〃

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

企

画

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

す

る

規

則

申

請

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

認

可

申

請

の

縦

覧

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

岡

山

県

公

報

令和２年１１月２０日 第１２２４６号



◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
五
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
記
号
・
番
号

第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
中
「
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険

」

「

」

、

者
番
号

を

第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
番
号

に
改
め

同
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号

及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

十
三

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号

及
び
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

十
四

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
加
入
者
等
記
号
・
番
号

十
五

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二

十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
号

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
岡
山
県
議
会
定
例
会
を
岡
山
市
に
招
集
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

メ
チ
ル
＝
三
・
三

ジ
メ
チ
ル

二

［
一

（
ペ
ン
ト

四

エ
ン

一

イ
ル
）

一
Ｈ

－
－

－
－

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
］
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称
名
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ｂ

四
ｅ
ｎ

Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

一

｛
二

メ
チ
ル

四

［

Ｅ
）

三

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ

二

エ
ン

一

イ
ル
］

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（

ピ
ぺ
ラ
ジ
ン

一

イ
ル
｝
ブ
タ
ン

一

オ
ン
（
通
称
名
二

ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ

Ａ
Ｐ

二
三

－
－

－
－

－
－

－

七
）
及
び
そ
の
塩
類

３

Ｎ
・
Ｎ

ジ
エ
チ
ル

二

｛[

二

（
四

イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］

五

－
－

－
－

－
－

ニ
ト
ロ

一
Ｈ

ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル

一

イ
ル
｝
エ
タ
ン

一

ア
ミ
ン
（
通

－
－

－
－

－
－

－

称
名
Ｉ
ｓ
ｏ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
倉
敷
ハ
イ
ツ
七
四
五
の
四
、
加
須
山
字
油
山
九
九
九
の
四
、
字
丸
山
一
〇
一
一
の
八
一
か

ら
一
〇
一
一
の
八
三
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
加
須
山
字
油
山
九
九
九
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
鴻
之
巣
一
八
二
一
の
四
、
一
八
二
一
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

玉
野
市
渋
川
三
丁
目
一
二
九
九
の
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



〔
五
一
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
い
み
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
協
議
会

三

代
表
者
の
氏
名

山
口

康
史

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
新
見
八
四
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
球
環
境
問
題
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
問
題
に
対
し
て
、
地
場
産
業
の
面
か
ら
も
地

域
に
適
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
及
び
木
材
な
ど
地
域
の
再
生
可
能

資
源
の
活
用
方
法
の
研
究
と
普
及
促
進
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
経
済
の
再
生
と
持
続
可
能
な

社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

目
的
、
名
称
及
び
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



〔
五
一
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
元
気
交
流
ク
ラ
ブ
た
け
の
こ
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

澤

健

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
桜
が
丘
東
四
丁
目
四
番
地
の
四
六
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

、

こ
の
法
人
は

地
域
の
子
ど
も
と
高
齢
者
に
対
し
て
子
ど
も
と
高
齢
者
の
統
合
ケ
ア
事
業
を
行
い

子
育
て
の
支
援
や
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
自
発
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
、
会
議
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更

に
関
す
る
事
項

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



〔
五
一
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

上
原
井
領
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

退
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

事
の
別

有
本

嗣
郎

倉
敷
市
真
備
町
川
辺
九
六
〇

三

理

事

－

令和２年１１月２０日　岡山県公報　第１２２４６号



〔
五
二
〇
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名

北
七
区
支
線

号
（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

66

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

計
画
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
書

土
地
改
良
区
定
款

事
業
変
更
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
一
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
五
二
一
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

指

定

年

月

日

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
県
指
令
備
中
局

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
塩
𡉕
二
〇
九
三
番

五
・
〇
一
～

七
〇
・
三
九

建
第
二
〇
二
八
号

九
、
二
〇
九
四
番
三

五
・
〇
二

令
和
二
年
十
一
月
十

一
日
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〔
五
二
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
一
五
六
九
番
三

五
・
一
〇

四
三
・
五
二

建
第
二
〇
二
七
号

令
和
二
年
十
一
月
十

日
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〔
五
二
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
新
町
北
西
三
〇
五

七
、
三
〇
五

八

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
尻
野
一
四
三

一
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
Ａ
一
〇
三

－

藤
本

翔
平

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
三
二
号
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〔
五
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
西
阿
曽
字
通
り
黒
四
二
三

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
島
二
四
〇
七

三
五

一
四
一

Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
一
〇
一
号
室

－
－

北
條

大
直

北
條

彩

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
〇
号
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〔
五
二
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
西
阿
曽
字
東
桜
一
九
一

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
東
阿
曽
一
六
二
一

一

－

木
幡

大
和

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
七
号
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〔
五
二
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
国
府
一
七
一
六

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
総
社
一
七
五
八

國
府

裕
介

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
〇
号
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〔
五
二
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
西
郡
字
下
山
田
上
六
八
七

一
、
六
八
七

二

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
宿
一
二
二
二

二

－

守
安

直
樹

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
三
号
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〔
五
二
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

フ
ェ
ム
ト
秒
レ
ー
ザ
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

新
青
山
株
式
会
社

岡
山
市
南
区
西
市
一
一
四

八

－

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
九

九
六
三

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

六
三
三

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

令
和
二
年
八
月
十
四
日
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◎
岡
山
県
議
会
告
示
第
五
号

（

）

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程

平
成
十
八
年
岡
山
県
議
会
告
示
第
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡
山
県
議
会
議
長

波

多

洋

治

第
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
記
号
・
番
号

第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
中
「
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険

」

「

」

、

者
番
号

を

第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
番
号

に
改
め

同
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号

及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

十
三

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号

及
び
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

十
四

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
加
入
者
等
記
号
・
番
号

十
五

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二

十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

１

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
第
一
号
）

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
２
区
総
支
部

津

村

啓

介

桑

原

一

岡
山
市
中
区
円
山
一
〇
七

衆
議
院
議
員

○

令
和
二

・
一
〇
・

一

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
４
区
総
支
部

柚

木

道

義

長

家

啓

太

倉
敷
市
美
和
二－

一
六－

二
〇

衆
議
院
議
員

○

〃

一
〇
・
二
二

－

一
〇
二

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
５
区
総
支
部

鎌

田

桂

輔

小

西

利

一

新
見
市
哲
西
町
上
神
代
一
三
四

衆
議
院
議
員

○

〃

一
〇
・

九

九

２

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
総
支
部
連
合
会

難

波

奨

二

森

山

幸

治

岡
山
市
北
区
野
田
三－

五－

八
安
井
ビ
ル
二
〇
三

○

令
和
二

・
一
〇
・
二
九

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

佐
藤
浩
後
援
会

佐

藤

浩

佐

藤

浩

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五－

二
〇
三

令
和
二

・
一
〇
・

二

本
た
か
ひ
ろ
後
援
会

本

髙

本

髙

苫
田
郡
鏡
野
町
奥
津
川
西
六
九
二

〃

一
〇
・
一
六
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仲
田
芳
人
後
援
会

仲

田

芳

人

新

持

普
美
子

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
三
四
七
五－

二

〃

一
〇
・
一
二

西
村
大
司
後
援
会

西

村

大

司

西

村

大

司

美
作
市
城
田
五
七
六

〃

一
〇
・
一
四

よ
し
む
ら
武
司
後
援
会

吉

村

武

司

吉

村

武

大

備
前
市
大
内
四
五
九－

一

〃

一
〇
・

七
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

岩
﨑
清
治
後
援
会

岡

孝

二

代
表
者
の
氏
名

岡

孝

二

岡

本

金
一
郎

令
和
二

・

九
・
二
七

岡
山
県
改
革
協
議
会

山

田

雅

徳

〃

山

田

雅

徳

森

安

章

文

〃

一
〇
・

二

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

森

安

章

文

山

田

雅

徳

〃

〃

金
尾
や
す
し
後
援
会

三

宅

積

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
梁
市
川
上
町
仁
賀
七
三
〇
一

高
梁
市
川
上
町
地
頭
一
八
五
五

一

〃

九
・
三
〇

－

せ
の
お
文
彦
後
援
会

妹

尾

嘉

大

代
表
者
の
氏
名

妹

尾

嘉

大

妹

尾

純

志

〃

一
〇
・
一
九

仲
田
芳
人
後
援
会

仲

田

芳

人

会
計
責
任
者
の
氏
名

高

橋

哲

司

新

持

普
美
子

〃

一
〇
・
二
五
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
１
区
総
支
部

難

波

奨

二

令
和
二

・

八
・
三
一

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
５
区
総
支
部

鎌

田

桂

輔

〃

九
・
一
四

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

西
村
啓
聡
後
援
会

西

村

啓

聡

令
和
二

・

九
・
一
五

森
田
仲
一
後
援
会

入

江

和

郎

〃

一
〇
・
三
〇
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

西

村

啓

聡

西
村
啓
聡
後
援
会

令
和
二

・

九
・
一
五
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
二
輪
又
は
三
輪
の
自
転
車
」
を
「
二
輪
若
し
く
は
三
輪
の
自
転
車
又
は
四
輪
の

普
通
自
転
車
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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